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建築物エネルギー消費性能基準等における一次エネルギー消費量算定方法の変更について 
 

平成 28 年 10 月 
 
第六章「照明設備」の一部を下記のように変更します。 
 

変更前 
Ver.05（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.2.0） 

変更後 
Ver.06（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.2.1） 

第六章 照明設備 
（略） 
 

第六章 照明設備 
（略） 
 

4.2 添え字 
本計算で用いる添え字は表 2 による。 
表 2 添え字 
添え字 意味 

 当該住戸 ݐܿܽ
（以下、略） （以下、略） 

  

4.2 添え字 
本計算で用いる添え字は表 2 による。 
表 2 添え字 
添え字 意味 
（削除） （削除） 
（以下、略） （以下、略） 

  
6.7 多灯分散照明方式による補正係数 
6.7.1 主たる居室 
（略） 
 

6.7 多灯分散照明方式による補正係数 
6.7.1 主たる居室 
（略） 
 

照明設備の多灯分散照明方式の適用条件 

ெܲோ,௧  ∑ ൬ቀ൫232 ൈ ൫ܣ,௧, ൊ 1.65൯  817൯ ൈ ሺܧ ൊ 50ሻቁ ൊ ݁ܮ ൈ ൰ଷ	݁ܥ
ୀଵ   (10) 

ここで、 

ெܲோ,௧ ：当該住戸の主たる居室に設置された照明設備の消費電力の合計（W） 
,௧,ଶܣ、,௧,ଵをリビングの床面積ܣ、,௧, ：当該住戸の照明区画݅の床面積でありܣ
をダイニングの床面積及びܣ,௧,ଷを台所の床面積とする。（m2） 
である。 

照明設備の多灯分散照明方式の適用条件 

ெܲோ  ∑ ൬ቀ൫232 ൈ ൫ܣ, ൊ 1.65൯  817൯ ൈ ሺܧ ൊ 50ሻቁ ൊ ݁ܮ ൈ ൰ଷ	݁ܥ
ୀଵ   (10) 

ここで、 

ெܲோ ：主たる居室に設置された照明設備の消費電力の合計（W） 
,ଶをダイニングの床ܣ、,ଵをリビングの床面積ܣ、, ：照明区画݅の床面積でありܣ

面積及びܣ,ଷを台所の床面積とする。（m2） 
である。 
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（略） 
 

（略） 
 

照明区画݅における設計照度ܧは「6.2 室内光束」の表 3 の値とし、照明区画݅に設置され

た照明設備の平均総合効率݁ܮは「6.3 平均総合効率」の表 4 の（い）欄の値とし、照明区

画݅に設置された照明設備の特殊条件による補正係数݁ܥは「6.4 特殊条件による補正係数」

の表 7 の値とする。 
 

照明区画݅における設計照度ܧは「6.2 室内光束」の表 3 の値とし、照明区画݅に設置され

た照明設備の平均総合効率݁ܮは「6.3 平均総合効率」において、「（い）主たる居室に 1 か

所以上照明設備を設置し、かつそれらすべての照明設備において LED を使用している場

合」は表 4 の（い）欄の値とし、「（ろ）主たる居室に 1 か所以上照明設備を設置し、かつ

それらすべての照明設備において白熱灯以外を使用している場合（すべての照明設備にお

いて LED を使用している場合を除く）」は表 4 の（ろ）欄の値とし、照明区画݅に設置さ

れた照明設備の特殊条件による補正係数݁ܥは「6.4 特殊条件による補正係数」の表 7 の値

とする。 
 

（略） 
 

（略） 
 

7. 玄関ポーチに設置された照明設備 
日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの居住人数が人における玄関ポーチに設置された照

明設備の消費電力量ܧா,,௧,ௗ,௧は、式(7)により表される。 
（式省略） (7) 
 

7. 玄関ポーチに設置された照明設備 
日付݀の時刻ݐにおける 1 時間当たりの居住人数が人における玄関ポーチに設置された照

明設備の消費電力量ܧா,,௧,ௗ,௧は、式(11)により表される。 
（式省略） (11) 
 

（以下、略） 
 

（以下、略） 
 

 


